
 

香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則 

令和５年３月14日 

規則第24号 

（目的） 

第１条 この規則は、市税等の滞納が、納付又は納入義務の履行における市民の公平

感を阻害することを考慮し、市民の生命、財産の安全の確保等本来制限することが

ふさわしくないと判断される場合を除き、滞納者に対し、市が実施する補助金の交

付を制限することにより、市税等の滞納を未然に防止すること及び納付又は納入に

対する公平性を保つことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 市税等 香南市税条例（平成18年香南市条例第56号）第３条に規定する市税

及び香南市国民健康保険税条例（平成18年香南市条例第57号）第１条第１項に規

定する国民健康保険税をいう。 

(２) 滞納者 市税等の納付又は納入（以下「納付」と総称する。）の義務を有す

る者で、その納付すべき市税等をその納付期限（徴収又は滞納処分に関する猶予

に係る期限を除く。）までに納付しておらず、かつ、補助金の交付申請書の提出

時において市税等の納付を完了していないものをいう。 

(３) 補助金 香南市補助金交付規則（平成18年香南市規則第45号）第２条第３号

に規定する補助金をいう。 

（滞納者に対する補助金の交付制限措置） 

第３条 市長は、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が滞

納者であったときは、補助金の不交付の決定又は交付の決定の取消し（以下「交付

制限措置」という。）を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

補助金については、この限りでない。 

(１) 国、高知県等の制度による補助金であって、市の裁量権に制限があるもの 

(２) 生命若しくは財産の安全の確保又は防災の目的で交付するもの 

(３) 次に掲げる者の生活維持又は心身の健康の確保を図る目的で、当該個人又は

その委託を受けた者に直接支出するもの 



 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第６条第５項に規定

する母子家庭等の母及び父並びに当該母子家庭等の児童 

イ 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定する障害者 

ウ 生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105号）第３条第１項に規定する生活

困窮者及び災害被災者、離職者等で支援が必要なもの 

(４) 児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。）の

養護及び教育の機会の確保を図る目的で、当該児童若しくはその養育者又はそれ

らの委託を受けた者に直接支出するもの 

(５) 市税等が賦課されない団体に対して補助するもの 

(６) その他交付制限措置を行うことが適当でないと市長が認めるもの 

２ 市長は、市税等以外の滞納により交付制限措置を行おうとするときは、当該補助

金の交付手続について規定する要綱等に、市税等の滞納その他の滞納に係る要件を

定めなければならない。 

（納付の確認） 

第４条 市長は、申請者から補助金の交付の申請があったときは、当該申請者が滞納

者でないことを確認しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による確認を行うため、申請者に滞納がないことを証明する

書類又は市税等納付状況調査同意書（別記様式）を提出させなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する同意書により第１項の規定による確認を行うときは、当

該申請者が滞納者に該当するか否かを判断するために必要な情報以外の情報を得て

はならない。 

（交付制限措置の実施） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による確認により申請者が滞納者であると認めら

れたときは、交付制限措置を行うことを決定し、その旨を当該申請者に通知するも

のとする。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



別記様式（第４条関係） 

年  月  日 

 

市税等納付状況調査同意書 

 

香南市長      様 

 

申 請 者 氏 名※１：                

 

申 請 者 住 所※２：                

 

申請者生年月日※３：      年   月   日 

 

 

私（当法人）が      年  月  日付けで申請した「           補助金」に係る

事務をあなたが行うに当たり、香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則第２条

第１号に規定する市税等の納付状況について、調査をされることに同意します。 

 

 

 

 

※１ 個人にあっては、署名 
法人にあっては、次のいずれか 
・法人の名称及び代表者の氏名の記名並びに法人印の押印 
・法人の名称の記名及び代表者の署名 

※２ 法人にあっては、その所在地 
※３ 法人にあっては、記載不要 

 

 

【担当課使用欄】 課長 課長補佐 係長 担当者 

上記の者の納付状況について御回答ください。 

    

 

【税務収納課使用欄】 課長 課長補佐 係長 確認者 

上記の照会については、以下のとおり回答します。 

□ 滞納なし（課税なしを含む。） 

□ 滞納あり（  年  月  日時点確認） 

    

 


